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令和４年度田村市財政援助団体等監査の結果について（報告）

　地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、令和３年度において補助金を受けた財政援助団
体の監査を田村市監査基準に準拠して実施したので、同条第９項の規定により結果を次のとおり
報告します。
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第５　監査の実施内容

飼料用米転換事業補助金

２ 監査当日は、所管課から説明を受けるとともに、監査委員から質問を行った。

  補助団体：①渡邊辰治ほか118名、②安藤末男ほか141名

５

10：50～11：30

令和４年度田村市財政援助団体等監査結果報告

第１　監査の種類

　　  地方自治法第199条第7項の規定に基づく監査

　財政的援助を行っている事業が関係法令等に準拠し、適正かつ効率的に行われているかど
うかを主眼として実施した。

「田村市シルバー人材センター運営事業補助金」

　所 管 課：産業部農林課

水田振興対策費

時　間

令和３年度田村市農林業振興事業「飼料用米転換事業補助金」

（水）

田村市シルバー人材センター運営事業補助金

第２　監査の目的

第３　監査の対象

2

本庁老人福祉総務費

   ２　補助金の交付目的及び補助対象事業の内容は明確か

　 １　補助金の決定は、法令（市条例・規則）等に適合しているか

田村市役所
特別会議室

監査の対象

３

　令和３年度に、交付した補助金の中から抽出した次の補助金に係る事務

　所 管 課：保健福祉部高齢福祉課

所管課等から事前に監査資料、関係書類等の提出を求め、事務補助職員により事前調
査を行い、監査当日に調査結果を報告した。

  補助団体：公益社団法人 田村市シルバー人材センター

   ３　補助金の対象経費は明確か

   ４　会計処理は適正に行われているか

　 ６　補助団体への指導監督は適切に行われているか

   ５　補助金の効果、条件履行の確認は適切に行われているか

年

10：00～10：40

監査の結果、改善又は検討すべき事項は、監査委員から書面及び口頭で指導し、最後
に講評を行った。

１

月

場　所

  補助金額：①渡邊辰治ほか118名 5,200,500円、②安藤末男ほか141名 4,798,500円

１

  補助金額：6,350,000円

第４　監査の実施日時及び場所

２

日令和 8

第６　監査の着眼点
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　補助金は、市民から徴収された税金、その他の貴重な財源でまかなわれるものであるこ
とに特に留意し、補助金が法令及び予算で定めるところに従って公平かつ効率的に使用さ
れるよう努めなければならないことから、今回の監査結果を十分認識されるとともに事務
の改善、検討を行い、より適正で効果的な補助金交付が行われることを期待する。

　各補助団体、所管課ともに関係法令等に基づき概ね適正に事務処理を行い、執行されて
いることが認められた。
　報告及び公表すべき指摘事項は認められなかった。一部改善、検討を要する事項につい
ては、書面及び口頭で指導したので、必要な措置を講じられたい。

第７　監査の結果

-　3　-



ア　指摘する事項は認められなかった。

イ　指導・改善事項

【補助団体】

　指導・改善事項は認められなかった

ウ　検討事項

   (2)補助金支出根拠法令等

補 助 金 の
算 定

イ

補助団 体の
名 称

ウ

6,350,000円

　補助金の交付目的及び事業計画に基づき概ね適切に実施されており、経費及び経理にお
いても概ね適正に執行されている。

事業の 目的

   (4)事務の執行状況

ア

補 助 金 の
交 付 状 況

ア 公益社団法人 田村市シルバー人材センター

企業や家庭、公共団体などからさまざまな仕事を引き受けて、地域の経験
豊かな高齢者の方々に仕事を提供する。高齢者の就業に関する情報の提
供、相談及び軽作業の付与等を行う。

   (3)補助金の算定及び交付状況

「高齢者等の雇用の安定等に関する法律」に基づき、高齢者が、働くこと
を通じて生きがいと健康づくりをすすめ、活力ある地域社会づくりに貢献
するため。

田村市社会福祉推進補助金交付要綱

事業の 内容

　１　本庁老人福祉総務費　　

【所 管 課】

交付要綱に基づき適正に算出されている。

イ

ウ

補助金 の額

     「田村市シルバー人材センター運営事業補助金」

   (1)補助団体の名称及び事業の目的等

交付要綱に基づき適正に算出されている。

【所管課】
　補助金交付にあたっては、「交付要領」等の整備を検討されたい。補助金の「定額」
交付（支給）に対する説明責任及び定額交付に対する公正性の観点から、市民に対し
て、積算の算定基準及び算定根拠等を明確にし、これを説明ができるよう整備がされた
い。

　指導・改善事項は認められなかった

   (5)指摘事項及び指導・検討事項
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　指導・改善事項は認められなかった

補助団 体の
名 称

事業の 内容
法人運営（組織の整備機能強化、財政基盤確保対策、地域福祉活動）事業
の補助金

ア

【補助団体】

   (2)補助金支出根拠法令等

田村市農林業振興事業補助金交付要綱

   (3)補助金の算定及び交付状況

補助金 の額

   (5)指摘事項及び指導・検討事項

ウ　検討事項

①5,200,500円、②4,798,500円

ア　田村市農林業振興事業補助金交付要綱による、補助金の「定額」については、
　市民に対する説明責任として、妥当性、公正性及び公平性を確保されたい。

イ　指導・改善事項

　補助事業の内容について、具体的にどのように執行されているかを公表できる程度ま
でに整備し、また、補助金額の算定についても、公平性・公正性の観点から、算定基準
等の根拠を明確にして、市民に説明できるよう整備されたい。

【所 管 課】

　指導・改善事項は認められなかった

米の需給環境の安定を目指し、令和３年度米の作付けにおいて飼料用米へ
の転換を支援するため。

【所管課】

イ
補 助 金 の
算 定

交付要綱に基づき適正に算出されている。補助金交付要領等未整備。

ア

　    田村市農林業振興事業「飼料用米転換事業補助金」

　２　水田振興対策費　

ウ
補 助 金 の
交 付 状 況

交付要綱に基づき適正に算出されている。

   (4)事務の執行状況

　補助金の交付目的及び事業計画に基づき適切に実施されており、経費及び経理において
も概ね適正に執行されている。

   (1)補助団体の名称及び事業の目的等

ウ

イ 事業の 目的

①渡邊辰治ほか118名
②安藤末男ほか141名
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